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  開会・開議 午前１０時 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 皆さんおはようございます。  

ただいまの出席議員数は１１人です。定足数に達していますので、令和８年第１回嘉島町

議会臨時会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付

のとおりです。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（境野隆文君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、１０番 森田 義雄 議員、 

１番 春日 公和 議員を指名します。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

   日程第２ 会期の決定 

○議長（境野隆文君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決 

定しました。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

   議案の上程及び提案理由の説明 質疑 討論 採決 

○議長（境野隆文君） 日程第３ 議案第１号 専決処分の報告並びに承認を求めることにつ

いて 専決第１号 令和７年度嘉島町一般会計補正予算（第８号）についての件を議題とし

ます。 

町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君）  皆さん、おはようございます。本日は、令和８年第１回嘉島町議会臨

時会に全員出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

  早速、議案の説明をさせていただきます。 

議案第１号 専決処分の報告並びに承認を求めるについて 専決第１号 令和７年度嘉

島町一般会計補正予算（第８号）は、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和８年１

月１４日に専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもので

あります。よろしくお願いします。 

○議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第１号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第１号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 
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お諮りします。 

議案第１号 専決処分の報告並びに承認を求めるについて 専決第１号 令和７年度嘉

島町一般会計補正予算（第８号）については、原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに決定

しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第４ 議案第２号 嘉島町一般職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

議案第２号 嘉島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  嘉島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

令和８年１月２３日提出 

嘉島町長 鍋田 平 

 （提案理由） 

 令和７年の人事院勧告を受け、本町においても国家公務員に準じた措置を講じるため、本

条例を制定する必要があるので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求めるものであります。よろしくお願いします。 

〇議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第２号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第２号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第２号 嘉島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第５ 議案第３号 嘉島中学校テニスコート新設他工事請負契約 

の締結についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

議案第３号 嘉島中学校テニスコート新設他工事請負契約の締結について 

次により嘉島中学校テニスコート新設他工事請負契約を締結したいので、議会の議決を求

める。 
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  令和８年１月２３日提出 

嘉島町長 鍋田 平 

  記 

１ 契約目的    嘉島中学校テニスコート新設他工事 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 契約金額    ６４,７６４,９６４円 

４ 契約の相手方  熊本県熊本市北区大窪４丁目２番４号 

熊本利水工業 株式会社 

代表取締役 田中 祐治 

 （提案理由） 

  嘉島中学校テニスコート新設他工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

参考として、公共工事請負仮契約書の写しを添付しています。よろしくお願いします。 

〇議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第３号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第３号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３号 嘉島中学校テニスコート新設他工事請負契約の締結については、原案のとお 

り決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第６ 議案第４号 令和７年度嘉島町一般会計補正予算（第９号）

についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君） 議案第４号 令和７年度嘉島町一般会計補正予算（第９号）について 

  令和７年度嘉島町一般会計補正予算（第９号）は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ 4,234万 1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 92億 8,232万

1千円としました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」のとおりであります。 

  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費は、「第 2表 繰越明許費」のとおりであります。 

地方債の追加及び変更は、「第 3表 地方債補正」のとおりであります。 

なお、歳入歳出予算補正の款項の金額の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明

細書をご参照ください。 

〇議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 
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これより質疑を許します。 

議案第４号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第４号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第４号 令和７年度嘉島町一般会計補正予算（第９号）については、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第７ 議案第５号 令和７年度嘉島町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君）議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君）議案第５号 令和７年度嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

について 

  令和７年度嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ 11万 6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10億

6,115万 3千円としました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」のとおりであります。 

なお、歳入歳出予算補正の款項の金額の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明

細書をご参照ください。 

〇議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第５号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第５号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第５号 令和７年度嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第８ 議案第６号 令和７年度嘉島町介護保険特別会計補正予算
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（第３号）についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君） 議案第６号 令和７年度嘉島町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

令和７年度嘉島町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ 38万 4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9億 9,236

万 6千円としました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」のとおりであります。 

なお、歳入歳出予算補正の款項の金額の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明

細書をご参照ください。 

○議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第６号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第６号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第６号 令和７年度嘉島町介護保険特別会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第９ 議案第７号 令和７年度嘉島町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君） 議案第７号 令和７年度嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について 

  令和７年度嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ 10 万 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1

億 8,849万 8千円としました。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」のとおりであります。 

なお、歳入歳出予算補正の款項の金額の詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明

細書をご参照ください。 

〇議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第７号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 
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これより討論に入ります。 

  議案第７号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第７号 令和７年度嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）については、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第１０ 議案第８号 令和７年度嘉島町簡易水道事業会計補正予

算（第２号）についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君） 議案第８号 令和７年度嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 

令和７年度嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第２号）は、収益的収支予算のうち支出に

おいて、第 1款水道事業費用第１項営業費用を 52万 5千円増額し、第 4項予備費を 52万 5

千円減額し、総額を 6,675万１千円としました。 

議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費を 52 万 5 千円増額

し、1,665万 8千円としました。 

なお、収益的収支予算の補正金額の詳細につきましては、令和 7年度嘉島町簡易水道事業

会計補正予算実施計画明細書をご参照ください。 

○議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第８号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第８号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第８号 令和７年度嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・ 

○議長（境野隆文君） 日程第１１ 議案第９号 令和７年度嘉島町下水道事業会計補正予算

（第３号）についての件を議題とします。町長の説明を求めます。 

○町長（鍋田平君） 議長 

○議長（境野隆文君） 鍋田町長 

○町長（鍋田平君） 議案第９号 令和７年度嘉島町下水道事業会計補正予算（第３号）につ
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いて 

令和７年度嘉島町下水道事業会計補正予算（第３号）は、収益的収支予算のうち支出にお

いて、第 1款下水道事業費用第１項営業費用を 41万 8千円増額し、総額を 4億 4,471万１

千円としました。 

資本的収支予算のうち支出において、第 1款資本的支出第１項建設改良費を 14万 3千円

増額し、総額を 5億 2,910万 3千円としました。 

議会の議決を経なければ流用することができない経費は、職員給与費を 56 万 1 千円増額

し、1,751万 2千円としました。 

なお、収益的収支予算及び資本的収支予算の補正金額の詳細につきましては、令和 7年度

嘉島町下道事業会計補正予算実施計画明細書をご参照ください。 

○議長（境野隆文君） 以上で町長の説明を終わります。 

これより質疑を許します。 

議案第９号の質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

  議案第９号の討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結します。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第９号 令和７年度嘉島町下水道事業会計補正予算（第３号）については、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（境野隆文君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

 

○議長（境野隆文君） 以上で、本臨時会の会議に付されました案件は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。これで令和８年第１回嘉島町議会臨時会を閉会します。 

  お疲れ様でした。 

 

   閉 会  午前１０時３１分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、会議の経過を記載して、その相違ないことを証 

するためここに署名する。 
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